
官報に掲載する公告への法人番号の任意の記載について

令和７年５月から、株式会社等の法人の合併、資本金の額の減少、
解散その他の会社法（平成17年法律第86号）などの法令により法人
に対して官報に公告することが義務付けられる事項については、公告
の際に、法人番号を任意で記載することができるようになりました。
貴会におかれましては、会員企業（関連法人含む）に対し、官報に

公告掲載する際には、法人番号の記載に御協力いただくよう、周知を
お願いします。

＜公告掲載例＞

別紙



引用：https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Koukoku/?op=1

全国官報販売協同組合ホームページ利用の際の申込方法
①入力フォームからの申込の場合

法人番号が記載されたフォーマットは
こちらを選択



全国官報販売協同組合ホームページ利用の際の申込方法
②申込書・原稿ファイルを添付送信で申し込む場合

①

②

引用：https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KoukokuAttachment/?op=1
https://www.gov-book.or.jp/asp/Koukoku/GenkouList/?op=1

法人番号が記載されたフォーマットは①、②の順で選択



全国官報販売協同組合ホームページ利用の際の申込方法
③郵送またはFAXでの申し込み

法人番号が記載されたフォーマットは①、②の順で選択

①

②

引用：https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KoukokuPost/?op=1
https://www.gov-book.or.jp/asp/Koukoku/GenkouList/?op=1&kt=2
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